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筆
者
は
「
荀
子
の
理
想
社
会
に
お
け
る
世
襲
制
」
（
加
地
伸
行
博

士
古
稀
記
念
論
集
『
中
国
学
の
十
字
路
』
、
研
文
出
版
、
二

0
0
六

年
）
に
お
い
て
、
荀
子
に
お
け
る
下
級
官
吏
（
「
官
人
」
「
百
吏
」
）

が
世
襲
と
さ
れ
る
の
に
対
し
、
「
王
者
」
や
「
士
大
夫
」
の
身
分
が

世
襲
さ
れ
ず
、
個
人
の
道
徳
的
能
力
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
身
分
が

獲
得
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
「
士
大
夫
」
な
る
語
は
『
荀
子
』

の
他
『
周
礼
』
『
儀
礼
』
な
ど
漠
代
以
降
の
文
献
に
頻
見
し
、
後
世

に
は
い
わ
ゆ
る
儒
家
官
僚
を
指
す
語
と
し
て
一
般
化
し
た
。

坐
而
論
道
、
謂
之
王
公
。
作
而
行
之
、
謂
之
士
大
夫
。
（
『
周

礼
』
考
工
記
）
親
受
其
職
、
居
其
官
也
。
（
鄭
注
）

し
か
し
こ
れ
は
奇
妙
な
語
で
あ
ろ
う
。
周
制
と
さ
れ
る
「
卿
・

大
夫
・
士
」
（
注
1
)
か
ら
は
導
か
れ
得
ず
、
現
に
金
文
や
『
詩
』
『
書
』

の
ご
と
き
古
書
に
「
士
大
夫
」
の
用
例
は
無
い
（
注
2)°

そ
れ
ど
こ

ろ
か
『
論
語
』
『
孟
子
』
に
ま
で
降
っ
て
も
「
士
大
夫
」
は
見
え
な

い
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
卿
・
大
夫
・
士
」
の
う
ち
下
位
二
者

荀
子
に
お
け
る

中
国
研
究
集
刊
霜
号
（
総
四
十
四
号
）
平
成
十
九
年
十
二
月
二

O
I三
一
頁

「
士
大
夫
」

論
語
・
孟
子
に
お
け
る

を
連
称
す
る
な
ら
ば
「
大
夫
士
と
な
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
「
士
大

夫
」
が
周
制
と
は
無
関
係
な
用
語
・
概
念
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で

あ
る
。

呼
称
の
成
立
に
つ
い
て

と
「
大
夫
」

子
」
が
道
徳
的
な
地
位
を
指
す
の
に
対
し
（
注
3
)
、
「
大
夫
」

や
「
士
」
は
世
襲
の
貴
族
身
分
を
示
す
呼
称
で
あ
る
と
一
般
に
は

解
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
左
伝
』
な
ど
に
よ
っ
て
定
着
し
た
イ

メ
ー
ジ
で
あ
ろ
う
。
「
大
夫
」
は
『
論
語
』
に
お
い
て
も
社
会
的
身

分
と
し
て
、
た
と
え
ば
下
記
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
。

以
吾
従
大
夫
之
後
、
不
可
徒
行
也
。
（
先
進
）

以
吾
従
大
夫
之
後
、
不
敢
不
告
也
。
（
憲
問
）

し
か
し
「
士
」
は
、
『
論
語
』
に
お
い
て
も
既
に

士
而
懐
居
、
不
足
以
為
士
突
。
（
憲
問
） 井

上

了
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位
、
中
士
一
位
、

行
己
有
恥
、
使
於
四
方
、
不
辱
君
命
、
可
謂
士
突
。
（
子
路
）

な
ど
と
、
道
徳
的
な
地
位
を
指
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

上
級
貴
族
た
る
「
大
夫
」
に
対
す
る
下
級
貴
族
と
し
て
の
「
士
」

呼
称
は
『
論
語
』
中
に
存
在
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
社
会
的
に
高

位
の
「
大
夫
」
、
道
徳
的
に
高
位
の
「
士
」
と
い
う
使
い
分
け
を
『
論

語
』
は
す
で
に
行
っ
て
い
る
。

降
っ
て
『
孟
子
』
に
は

王
日
、
何
以
利
吾
国
。
大
夫
日
、
何
以
利
吾
家
。
士
庶
人
日
、

何
以
利
吾
身
。
上
下
交
征
利
、
而
国
危
突
。
（
梁
恵
王
上
）

無
罪
而
殺
士
、
則
大
夫
可
以
去
。
無
罪
而
数
民
、
則
士
可
以

徒
。
（
離
婁
下
）

庶
人
以
栴
、
士
以
旅
、
大
夫
以
施
。
（
万
章
下
）

な
ど
と
あ
る
。
ま
た
こ
れ
は
「
周
室
班
爵
禄
」
を
回
顧
し
た
記
述

で
あ
る
が
、

君
一
位
、
卿
一
位
、
大
夫
一
位
、
上
士

下
士
一
位
、
凡
六
等
。
（
万
章
下
）

と
も
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
を
総
合
す
れ
ば

王
（
君
）
↓
（
卿
）
↓
大
夫
↓
士
（
上
士
・
中
士
・
下
士
）
↓
民
（
庶
人
）

と
い
う
上
下
構
造
が
予
想
さ
れ
る
。
さ
ら
に

天
子
不
仁
、
不
保
四
海
。
諸
侯
不
仁
、
不
保
社
稜
。
卿
大
夫

不
仁
、
不
保
宗
廟
。
士
庶
人
不
仁
、
不
保
四
体
。
（
離
婁
上
）

葵
丘
之
会
…
…
四
命
日
、
士
無
世
官
、
官
事
無
摂
、
取
士
必

得
、
無
専
殺
大
夫
。
（
告
子
下
）

な
ど
に
よ
っ
て
、
「
大
夫
」
は
世
襲
、
「
士
」
は
一
代
限
り
と
い
う

区
別
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
ま
た

仁
義
忠
信
、
楽
善
不
倦
、
此
天
爵
也
。
公
卿
大
夫
、
此
人
爵

也
。
（
告
子
上
）

は
、
「
大
夫
」
以
上
が
「
爵
」
で
あ
っ
て
「
士
」
以
下
は
「
爵
」
で

は
な
い
と
い
う
認
識
を
示
す
も
の
だ
と
も
解
し
得
る
（
注
4)°

「
大
夫
」

に
つ
い
て
言
え
ば
、

今
之
大
夫
、
今
之
諸
侯
之
罪
人
也
。
（
告
子
下
）

な
ど
と
あ
り
、
『
孟
子
』
は
「
大
夫
」
の
身
分
に
道
徳
的
な
資
格
を

求
め
な
い
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
『
孟
子
』
に
は
、

諸
大
夫
皆
日
賢
、
未
可
也
。
国
人
皆
日
賢
、
然
後
察
之
、
見

賢
焉
、
然
後
用
之
。
（
梁
恵
王
下
）

使
諸
大
夫
・
国
大
皆
有
所
衿
式
。
（
公
孫
丑
下
）

な
ど
と
も
あ
っ
て
、
「
大
夫
」
の
下
に
「
士
」
で
は
な
く
「
国
人
」

を
置
く
記
述
も
認
め
ら
れ
る
。
「
国
人
」
は
、
『
左
伝
』
に
お
い
て

は
し
ば
し
ば
輿
論
を
決
定
づ
け
る
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
襄
公
・

昭
公
期
に
入
る
と
国
人
が
執
政
た
る
大
夫
と
衝
突
す
る
例
も
目
立

つ
よ
う
に
な
る
（
注
5
)
0

鄭
子
孔
之
為
政
也
専
、
国
人
患
之
。
（
襄
公
十
九
年
）
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雀
抒
立
而
相
之
、
慶
封
為
左
相
、
盟
国
人
於
大
宮
。
（
襄
公
二

十
五
年
）

『
孟
子
』
の
い
う
「
士
庶
人
」
と
は
、
い
わ
ゆ
る
国
人
以
下
の
層

を
漠
然
と
指
し
た
も
の
か
と
も
疑
わ
れ
る
。

文
官
と
し
て
の
「
士
大
夫
」
と
軍
人
と
し
て
の
「
士
大
夫
」

『
荀
子
』
に
至
る
と
「
国
人
」
の
用
例
は
激
減
し
、
富
国
・
正
論
・

楽
論
•
君
子
・
王
制
・
王
覇
•
君
道
・
議
兵
・
栄
辱
・
強
国
な
ど

の
諸
篇
に
て
「
士
大
夫
」
に
言
及
す
る
よ
う
に
な
る
。

農
分
田
而
耕
、
買
分
貨
而
販
、
百
工
分
事
而
勧
、
士
大
夫
分

職
而
聴
、
建
国
諸
侯
之
君
分
土
而
守
、
三
公
撼
方
而
議
、
則

天
子
共
己
而
止
突
。
（
王
覇
）

爵
列
尊
、
貢
禄
厚
、
形
執
勝
、
上
為
天
子
諸
侯
‘
下
為
卿
桐

士
大
夫
、
是
栄
之
従
外
至
者
也
、
夫
是
之
謂
執
栄
。
（
正
論
）

聖
王
在
上
、
分
義
行
乎
下
、
則
士
大
夫
無
流
淫
之
行
、
百
吏

官
人
無
怠
慢
之
事
、
衆
庶
百
姓
無
姦
怪
之
俗
、
無
盗
賊
之
罪
、

莫
敢
犯
大
上
之
禁
。
（
君
子
）

こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
「
士
大
夫
」
は
「
天
子
」
「
王
公
」
「
諸
侯
」

の
下
、
「
官
人
百
吏
」
「
庶
人
」
の
上
に
位
置
す
る
身
分
を
指
す
も

の
か
と
認
め
ら
れ
る
。
だ
が
こ
の
「
士
大
夫
」
は
単
な
る
社
会
的

な
身
分
呼
称
で
は
な
い
。
「
官
人
よ
り
も
道
徳
的
に
上
位
を

占
め
る
儒
家
官
僚
を
指
す
道
徳
的
な
呼
称
で
も
あ
る
斤
6
)
。
こ
の

意
味
で
の
「
士
大
夫
」
の
用
例
は
『
荀
子
』
が
最
古
で
あ
り
（
注
7
)

、

し
か
も
『
荀
子
』
の
用
例
数
は
す
で
に
豊
富
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
荀

子
』
に
お
い
て
は
、
「
士
大
夫
」
は
上
記
の
意
味
で
す
で
に
定
着
し

た
語
と
認
め
ら
れ
る
。

だ
が
『
荀
子
』
に
前
後
す
る
諸
書
に
お
い
て
は
、
「
士
大
夫
」
の

語
は
上
記
と
は
異
な
る
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。

武
侯
設
坐
廟
廷
、
為
三
行
、
聾
士
大
夫
。
（
『
呉
子
』
励
士
）

故
四
更
也
就
為
大
良
造
、
以
戦
故
、
暴
首
三
、
乃
校
三
日
、

将
軍
以
不
疑
、
致
士
大
夫
労
爵
。
（
『
商
君
書
』
境
内
）

こ
れ
ら
は
そ
の
ま
ま
戦
国
前
期
の
呉
起
・
商
鞍
の
語
と
は
見
な
し

難
い
が
、
こ
れ
ら
の
「
士
大
夫
」
が
道
徳
を
備
え
た
官
僚
で
は
な

く
、
兵
卒
あ
る
い
は
下
級
軍
人
を
指
す
こ
と
は
注
意
さ
れ
る
。
同

様
の
用
例
と
し
て
は

今
呉
越
之
国
、
相
与
倶
残
‘
七
大
夫
履
肝
肺
、
同
日
而
死
。

（
『
呂
氏
春
秋
』
季
秋
紀
）

完
子
請
率
士
大
夫
以
逆
越
師
。
（
『
呂
氏
春
秋
』
似
順
論
）

襄
子
謂
張
孟
談
日
、
「
糧
食
園
、
財
力
尽
、
士
大
夫
扁
病
、
吾

恐
不
能
守
突
。
」
（
『
韓
非
子
』
十
過
）

主
父
欲
令
子
主
治
国
、
而
身
胡
服
将
士
大
夫
西
北
略
胡
地
。

（
『
史
記
』
趙
世
家
）

大
王
及
宗
室
所
賞
賜
者
尽
以
予
軍
吏
士
大
夫
。
（
『
史
記
』
廉

(22) 



頗
蘭
相
如
列
伝
）

自
郡
至
此
‘
士
大
夫
亦
久
労
突
。
今
得
国
舎
之
、
何
如
。
（
『
史

記
』
鄭
世
家
）

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
の
う
ち
最
後
の
例
は
、
鄭
襄
公
の
降

伏
を
容
れ
よ
う
と
し
た
楚
荘
王
に
群
臣
が
反
対
し
た
発
言
だ
が
、

同
じ
事
件
を
記
し
た
『
左
伝
』
宣
公
十
二
年
は
こ
の
発
言
を
「
不

可
許
也
。
得
国
無
赦
。
」
と
の
み
作
る
。
す
な
わ
ち
「
士
大
夫
亦

久
労
突
。
」
は
『
史
記
』
の
潤
色
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
こ
と
は
「
士

大
夫
」
が
新
し
い
用
語
で
あ
る
こ
と
を
却
っ
て
示
す
。
つ
ま
り
「
士

大
夫
」
と
は
戦
国
中
期
か
ら
後
期
に
一
般
化
し
た
語
で
、
兵
卒
あ

る
い
は
下
級
軍
人
・
軍
吏
を
指
し
て
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ

る（注
8
)
0

「
士
」
と
は
も
と
も
と
下
級
貴
族
で
あ
り
国
軍
の
基
盤
を
担
う
者

の
称
で
あ
っ
た
。
し
か
し
戦
国
期
に
進
行
し
た
戦
術
の
転
換
に
と

も
な
い
、
「
士
」
の
価
値
は
下
落
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
。
た
と
え

ば
『
孫
子
』
謀
攻
篇
・
九
地
篇
に
見
え
る
「
士
」
は
明
ら
か
に
非

熟
練
兵
を
指
し
て
お
り
、
『
左
伝
』
閃
公
二
年
な
ど
の
「
士
」
も
下

級
兵
士
を
指
す
用
例
と
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
た
と
え
ば
「
士
卒
」

の
語
は
『
孫
子
』
と
『
墨
子
』
非
儒
下
に
見
え
る
他
に
は
、
『
呂
氏

春
秋
』
『
韓
非
子
』
『
呉
子
』
な
ど
に
降
っ
て
は
じ
め
て
多
く
用
い

ら
れ
、
戦
国
末
期
に
般
化
し
た
語
と
見
ら
れ
よ
う
。

有
徳
者
・
学
識
者
と
し
て
の
「
士
」
「
君
子
」

一
方
で
「
士
」
を
有
徳
の
君
子
と
の
意
で
用
い
る
例
も
、
戦
国

後
期
の
文
献
に
は
多
く
認
め
ら
れ
る
。

『
墨
子
』
公
孟
篇
に
「
国
士
戦
且
扶
人
、
猶
不
可
及
也
。
」
と
あ

り
、
ま
た
『
荀
子
』
子
道
篇
に
「
雖
有
国
士
之
力
、
不
能
自
挙
其

身
。
」
な
ど
と
あ
れ
ば
、
「
国
士
」
の
原
義
は
「
国
家
に
認
め
ら
れ

た
（
あ
る
い
は
「
国
で
一
番
の
」
）
強
健
な
兵
士
」
で
あ
ろ
う
。
降

っ
て
『
史
記
』
刺
客
列
伝
に
は
「
至
於
智
伯
、
国
士
遇
我
。
我
故

国
士
報
之
。
」
と
あ
っ
て
（
『
戦
国
策
』
に
も
類
文
あ
り
）
、
こ
れ

は
兵
士
で
は
な
い
が
「
死
を
軽
ん
じ
る
勇
者
」
の
意
味
で
用
い
た

も
の
と
も
一
応
は
解
し
得
よ
う
。
し
か
し
む
し
ろ
「
主
君
の
た
め

必
ず
復
仇
す
る
者
」
と
い
っ
た
道
徳
的
な
意
味
に
転
化
し
た
も
の

と
こ
の
「
国
士
」
は
解
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

『
呂
氏
春
秋
』
士
容
論
で
議
論
さ
れ
る
「
士
」
は
明
ら
か
に
道
徳

的
な
意
味
で
あ
る
。
ま
た
仲
冬
紀
に
は
「
天
下
之
国
士
」
と
い
う

（
「
国
士
」
の
原
義
か
ら
乖
離
し
た
か
の
よ
う
な
）
表
現
が
あ
る
。

『
史
記
』
張
耳
陳
余
列
伝
は
両
人
を
「
魏
之
名
士
」
と
し
、
「
名
士
」

の
語
は
『
呂
氏
春
秋
』
に
初
見
す
る
。
「
士
」
が
封
建
的
な
身
分

（
「
卿
・
大
夫
・
士
」
の
士
）
や
兵
士
の
身
分
（
士
卒
）
で
は
な
く

道
徳
的
な
意
味
（
「
君
子
」
の
ご
と
き
）
に
転
化
し
て
い
る
状
況
が

(23) 



看
取
さ
れ
よ
う
（
注
9
)
0

こ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
、
『
荀
子
』
が
は
じ
め
て
「
士
大
夫
」

を
〈
徳
を
修
め
た
官
僚
〉
の
意
で
用
い
た
。
荀
子
以
降
の
諸
子
に

も
「
士
大
夫
」
の
用
例
は
稀
で
あ
っ
て
（
注
lo)
、
「
士
大
夫
」
と
い
う

語
、
す
く
な
く
と
も

天
子
諸
侯
無
靡
費
之
用
、
士
大
夫
無
流
淫
之
行
、
百
吏
官
人

無
怠
慢
之
事
、
衆
庶
百
姓
無
姦
怪
之
俗
、
無
盗
賊
之
罪
、
其

能
以
称
義
偏
突
。
（
君
道
）

と
い
う
意
味
で
の
「
士
大
夫
」
は
、
『
荀
子
』
に
特
徴
的
な
語
だ
と

断
定
し
得
る
。

荀
子
に
お
け
る
「
士
大
夫
」
が
世
襲
身
分
で
は
な
く
個
人
的
な

道
徳
あ
る
い
は
学
識
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
資
格
で
あ
る
こ
と
は

上
賢
使
之
為
三
公
、
次
賢
使
之
為
諸
侯
、
下
賢
使
之
為
士
大

夫
、
是
所
以
顕
設
之
也
。
（
君
道
）

雖
王
公
士
大
夫
之
子
孫
也
、
不
能
属
於
礼
義
、
則
帰
之
庶
人
。

雖
庶
人
之
子
孫
也
、
積
文
学
、
正
身
行
、
能
属
於
礼
義
、
則

帰
之
卿
相
士
大
夫
。
（
王
制
）

是
栄
辱
之
分
也
。
聖
王
以
為
法
、
士
大
夫
以
為
道
、
官
人
以

為
守
、
百
姓
以
成
俗
、
万
世
不
能
易
也
。
（
正
論
）

志
行
修
、
臨
官
治
、
上
則
能
順
上
、
下
則
能
保
其
職
、
是
士

大
夫
之
所
以
取
田
邑
也
。
循
法
則
、
度
量
刑
、
辟
図
籍
、
不

知
其
義
、
謹
守
其
数
、
慎
不
敢
損
益
也
、
父
子
相
伝
、
以
持

治
法
猶
存
、

是
官
人
百
吏
之
所
以

（
栄
辱
）

王
公
、
是
故
三
代
雖
亡
、

取
禄
秩
也
。
（
栄
辱
）

な
ど
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
『
荀
子
』
に
お
い
て
は
、
「
士
」
の
地
位
（
「
士
大
夫
」

な
ら
ぬ
）
も
「
学
」
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
。

学
悪
乎
始
、
悪
乎
終
。
日
、
其
数
則
始
乎
誦
経
、
終
乎
読
礼
。

其
義
則
始
乎
為
士
、
終
乎
為
聖
人
。
（
勧
学
）

匹
夫
問
学
、
不
及
為
士
、
則
不
教
也
。
（
儒
妓
）

故
学
者
、
…
・
：
糊
是
而
務
、
士
也
。
類
是
而
幾
、
君
子
也
。

知
之
、
聖
人
也
。
（
解
蔽
）

ま
た
こ
の
意
味
で
の
「
士
」
を
、
『
荀
子
』
は
「
君
子
」
あ
る
い
は

「
士
君
子
」
と
も
称
す
る
。

彼
学
者
、
行
之
、
日
士
也
。
敦
撚
焉
、
君
子
也
。
知
之
、
聖

人
也
。
上
為
聖
人
、
下
為
士
・
君
子
、
執
禁
我
哉
。
（
儒
放
）

上
の
例
は
「
士
」
と
「
君
子
」
と
の
連
称
だ
が
、
下
記
に
お
い
て

は
明
ら
か
に
「
士
君
子
」
は
語
と
し
て
熟
し
て
い
る
。

祭
者
…
…
聖
人
明
知
之
、
士
君
子
安
行
之
、
官
人
以
為
守
、

百
姓
以
成
俗
。
（
礼
論
）

礼
者
…
…
人
有
是
、
士
君
子
也
。
外
是
、
民
也
。
（
同
）

有
小
人
之
弁
者
、
有
士
君
子
之
弁
者
、
有
聖
人
之
弁
者
。
（
非

目）中有
小
人
之
勇
者
、
有
士
君
子
之
勇
者
。
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四
で
は
「
士
」
あ
る
い
は
「
君
子
」
と
「
大
夫
」
と
は
、
『
荀
子
』

や
そ
れ
以
前
の
諸
子
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
。

「
君
子
」

の
イ
ン
フ
レ

社
会
的
に
高
位
の
「
大
夫
」
、
道
徳
的
に
高
位
の
「
士
」
と
い
う

使
い
分
け
が
『
論
語
』
に
お
い
て
既
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
上
に

指
摘
し
た
。
「
君
子
」
は
『
論
語
』
中
に
百
例
近
く
見
え
る
が
、
こ

の
呼
称
も
「
士
」
と
同
様
、
道
徳
的
な
地
位
に
対
し
て
用
い
ら
れ
、

社
会
的
な
身
分
を
前
提
と
す
る
呼
称
で
は
な
い
（
注
1
1
)
0

君
子
食
無
求
飽
、
居
無
求
安
、
敏
於
事
而
慎
於
言
、
就
有
道

而
正
焉
、
可
謂
好
学
也
巳
。
（
学
而
）

君
子
周
而
不
比
。
小
人
比
而
不
周
。
（
為
政
）

郭
店
楚
簡
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
『
細
衣
』
『
窮
達
以
時
』
『
性
自

命
出
』
『
六
徳
』
な
ど
に
見
え
る
「
君
子
」
は
道
徳
的
に
正
し
い
者

を
指
す
と
認
め
ら
れ
、
と
く
に
『
五
行
』
や
『
忠
信
之
道
』
が

五
行
皆
形
干
内
而
時
行
之
、
謂
之
君
田
。
士
有
志
於
君
子
道
、

謂
之
靡
士
。
（
『
五
行
』
）
（
礼
12)

忠
人
亡
諮
、
信
人
亡
背
、
君
子
如
此
、
故
不
室
生
、
不
背
死

也
。
（
『
忠
信
之
道
』
）

と
し
て
お
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
「
君
子
」
が
社
会
的
身
分
を
前
提
と

し
な
い
道
徳
的
な
呼
称
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
ま
た
『
成

之
聞
之
』
の
「
君
は
「
立
民
」
「
道
民
」
「
戦
与
刑
民
」
す
る

君
主
と
考
え
ら
れ
、
『
尊
徳
義
』
の
「
君
子
」
は
「
君
」
「
為
人
上

者
」
「
為
政
者
」
と
さ
れ
君
主
の
身
分
を
持
つ
も
の
だ
が
、
こ
れ
ら

の
「
君
子
」
は
「
身
備
善
以
先
之
」
「
尊
徳
義
、
明
乎
民
倫
」
を
前

提
と
し
て
お
り
、
や
は
り
道
徳
的
に
正
し
い
者
と
認
め
ら
れ
る
。

孟
子
に
お
い
て
も
「
君
子
」
は
道
徳
的
に
正
し
い
者
と
い
う
意

味
で
原
則
的
に
は
用
い
ら
れ
る
。
た
と
え
ば

君
子
有
三
楽
、
而
王
天
下
不
与
存
焉
。
（
尽
心
上
）

な
ど
で
あ
る
が
、
し
か
し
僅
か
な
が
ら

古
之
君
子
、
過
則
改
之
。
今
之
君
子
、
過
則
順
之
。
（
公
孫
丑

下）君
子
犯
義
、
小
人
犯
刑
、
国
之
所
存
者
幸
也
。
（
離
婁
上
）

諸
君
子
皆
与
耀
言
、
孟
子
独
不
与
職
言
。
（
離
婁
下
）

と
い
う
例
外
が
あ
り
、
道
徳
的
に
正
し
く
な
い
「
君
子
」
、
す
な
わ

ち
単
な
る
社
会
的
な
身
分
に
対
し
て
「
君
子
」
の
称
を
用
い
た
と

認
め
ら
れ
る
例
が
あ
る
。
な
お
『
孟
子
』
が
「
大
夫
」
に
道
徳
的

な
意
味
を
付
与
し
な
い
こ
と
は
冒
頭
に
指
摘
し
た
。

『
墨
子
』
に
お
い
て
は
、

天
下
失
義
、
後
世
之
君
子
、
或
以
厚
葬
久
喪
以
為
仁
也
、
義

也
、
孝
子
之
事
也
。
（
節
葬
下
）

是
以
知
天
下
之
君
子
也
、
弁
義
与
不
義
之
乱
也
。
（
非
攻
上
）

な
ど
と
、
「
義
」
を
わ
き
ま
え
な
い
「
君
子
」
が
批
判
さ
れ
る
。
ま
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「
士
君
子
」
も
先
秦
で
は
稀
見
に
属
す
語
で
あ
る
。

五

た
耕
柱
篇
や
貴
義
篇
・
魯
問
篇
な
ど
は
「
世
俗
之
君
子
」
「
世
之
君

子
」
「
士
」
な
ど
を
批
判
し
て
お
り
、
「
君
子
」
は
有
徳
者
に
対
す

イ

ン

テ

リ

る
呼
称
で
は
な
く
、
単
に
知
識
人
を
指
す
語
に
低
下
し
て
い
る
。

と
く
に
耕
柱
篇
が
「
士
」
と
「
君
子
」
と
を
互
用
し
て
い
る
こ
と

は
注
目
さ
れ
よ
う
。
道
徳
的
に
正
し
い
者
へ
の
称
と
し
て
『
墨
子
』

（
十
論
部
分
）
が
用
い
る
の
は
、
単
な
る
「
士
」
あ
る
い
は
「
君

子
」
で
は
な
く
、
「
賢
士
」
「
賢
良
之
士
」
「
忠
信
之
士
」
な
ど
で

あ
る
。
要
す
る
に
『
孟
子
』
や
『
墨
子
』
に
お
い
て
は
「
君
子
」

「
士
」
と
い
っ
た
語
に
価
値
の
低
下
が
認
め
ら
れ
、
こ
れ
ら
は
道

徳
的
な
評
価
で
は
な
く
、
単
に
身
分
あ
る
い
は
知
識
が
高
い
と
い

う
程
度
の
尊
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
ら
れ
る
の
だ
。

し
か
し
『
荀
子
』
に
多
数
見
え
る
「
君
子
」
は
、
た
と
え
ば

君
子
、
小
人
之
反
也
。
（
不
荀
）

君
子
無
爵
而
貴
、
無
禄
而
富
。
（
儒
奴
）

と
あ
る
よ
う
に
全
て
道
徳
的
に
正
し
い
者
の
称
で
、
「
君
子
」
を
批

判
す
る
言
は
『
荀
子
』
中
に
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
荀
子
に
お
い

て
「
士
」
と
「
士
君
子
」
と
が
ほ
ぼ
同
義
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は

先
に
指
摘
し
た
（
注
13)0

墨
子
の
「
士
君
子
」
と
荀
子
の
「
士
大
夫
」

子
』
に

十
数
例
が
見
え
る
他
に
は
、
の
十
論
部
分
に
「
天
下
之
士

君
子
」
「
天
下
王
公
大
人
士
君
子
」
と
い
っ
た
形
で
見
え
る
の
み
で
、

し
か
も
こ
の
限
定
さ
れ
た
範
囲
で
の
用
例
数
は
四
十
に
近
い
。
す

な
わ
ち
「
士
君
子
」
は
き
わ
め
て
『
墨
子
』
的
な
語
だ
と
断
定
さ

れ
る
。
と
こ
ろ
で

今
天
下
之
士
君
子
、
中
謂
将
欲
為
仁
義
、
求
為
上
士
、
上
欲

中
聖
王
之
道
、
下
欲
中
国
家
百
姓
之
利
、
（
節
葬
下
）

今
天
下
之
士
君
子
、
知
小
而
不
知
大
。
（
天
志
上
）

今
天
下
之
士
君
子
之
書
、
不
可
勝
載
、
言
語
不
可
尽
計
、
上

説
諸
侯
、
下
説
列
士
、
其
於
仁
義
則
大
其
遠
也
。
（
同
）

な
ど
を
見
れ
ば
、
『
墨
子
』
十
論
に
い
う
「
士
君
子
」
は
、
道
徳
性

や
封
建
的
身
分
を
必
ず
し
も
持
た
な
い
知
識
人
を
指
す
用
語
だ
と

了
解
さ
れ
よ
う
。

尚
賢
上
篇
•
中
篇
に
は
「
王
公
大
人
」
の
み
が
見
え
尚
賢
下
篇

に
て
「
天
下
之
士
君
子
」
が
初
見
す
る
こ
と
、
尚
同
上
篇
に
も
「
士

君
子
」
は
見
え
ず
中
篇
・
下
篇
の
み
に
見
え
る
こ
と
、
文
体
が
も

っ
と
も
素
朴
な
兼
愛
上
篇
に
「
士
君
子
」
が
見
え
ず
中
篇
に
の
み

見
え
る
こ
と
、
そ
の
兼
愛
中
篇
で
は
「
天
下
之
士
君
子
」
と
「
天

下
之
君
子
」
と
が
互
用
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
何
よ
り
も
、
非
攻

上
篇
に
お
い
て
義
と
不
義
と
を
弁
え
な
い
と
非
難
さ
れ
る
「
天
下

之
君
子
」
が
非
攻
下
篇
で
は
「
天
下
之
王
公
大
人
士
君
子
」
と
表

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
十
論
内
部
に
お
け
る
「
士
君
子
」
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の
後
次
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。
「
王
公
大
人
士
君
子
」
と
は
「
王
公

大
人
」
を
敷
術
畳
説
し
た
語
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
し
か
し
「
士

君
子
」
「
天
下
之
士
君
子
」
の
み
が
単
独
で
用
い
ら
れ
た
場
合
に
は
、

封
建
的
な
身
分
を
持
た
ず
個
人
の
学
識
（
道
徳
で
は
な
く
）
に
よ

っ
て
職
を
得
、
あ
る
い
は
仕
官
せ
ず
に
世
間
か
ら
尊
敬
さ
れ
る
者

と
い
っ
た
程
度
の
呼
称
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ

ょ
『
墨
子
』
に
お
け
る
「
君
子
」
が
道
徳
を
前
提
と
し
な
い
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
荀
子
は
、
自
ら
を
含
む
儒
者
を
、
従
来
の
世
襲
貴
族

と
は
異
な
る
新
た
な
身
分
・
職
業
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
。

具
体
的
に
は
、
上
級
貴
族
た
る
世
襲
君
主
（
「
王
公
」
）
と
下
級
貴

族
た
る
世
襲
吏
員
（
「
官
人
百
吏
」
）
と
の
間
に
割
り
込
み
、
血
縁

に
よ
ら
ず
個
人
的
な
学
識
と
道
徳
の
み
に
よ
っ
て
国
家
の
基
幹
部

を
運
営
す
る
官
僚
で
あ
る
（
注
1
4
)
0

こ
の
よ
う
な
身
分
に
は
、
従
来
の
世
襲
身
分
を
指
す
「
大
夫
」

や
「
卿
」
と
い
っ
た
呼
称
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
ま
た
「
君
子
」

「
士
」
は
（
す
く
な
く
と
も
荀
子
に
お
い
て
は
）
道
徳
的
な
地
位

を
示
す
語
で
あ
っ
て
社
会
的
な
身
分
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
く
、
ま

た
『
墨
子
』
な
ど
に
よ
っ
て
そ
の
価
値
が
低
下
し
て
も
い
た
。

結
局
の
と
こ
ろ
荀
子
は
、
従
来
は
軍
人
を
指
す
語
で
あ
っ
た
「
士

大
夫
」
を
こ
の
意
味
に
転
用
し
た
。
荀
子
の
「
士
大
夫
」
は
血
縁

に
よ
ら
ず
個
人
的
な
能
カ
・
努
力
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
身
分
で

荀
子
は
「
士
大
夫
」
と
並
行
し
て
「
士
君
子
」
と
い
う
『
墨
子
』

的
な
語
を
も
間
々
用
い
る
。
こ
れ
は
た
と
え
ば
『
唐
虞
之
道
』
や

『
孟
子
』
が
「
尚
賢
」
と
い
う
語
を
厳
密
に
回
避
し
て
専
ら
「
尊

賢
」
の
み
を
用
い
る
の
と
は
異
な
る
。
戦
国
末
期
、
諸
家
の
雑
揉

が
充
分
に
進
行
し
て
い
た
状
況
下
に
お
い
て
、
墨
家
的
な
語
を
厳

密
に
回
避
す
る
必
然
性
を
荀
子
は
も
は
や
感
じ
な
か
っ
た
も
の
か
。

儒
家
系
文
献
の
中
で
も
比
較
的
新
し
い
『
大
戴
礼
記
』
千
乗
篇
や

フ
レ
ー
ズ

少
間
篇
（
注
15)
は
「
尚
賢
」
や
「
兼
愛
」
と
い
っ
た
標
語
を
抵
抗
な

く
用
い
て
お
り
、
ま
た
繋
辞
伝
や
象
伝
も
「
尚
賢
」
を
賞
賛
す
る
。
『
左

六

荀
子
に
お
け
る
「
士
君
子
」
と
「
士
大
夫
」

あ
り
、
軍
人
と
し
て
の
「
士
大
夫
」
の
身
分
が
「
斬
首
者
、
爵

一
級
。
」
（
『
韓
非
子
』
定
法
篇
引
「
商
君
之
法
」
）
と
さ
れ
る
の
と

親
和
性
は
あ
ろ
う
。
ま
た
「
官
爵
之
遷
与
斬
首
之
功
相
称
也
。
」
（
同
）

と
も
あ
っ
て
、
こ
れ
は
ま
さ
に
「
能
カ
・
努
力
に
よ
っ
て
官
位
を

得
る
」
と
い
う
制
度
で
あ
る
。
荀
子
が
「
士
大
夫
」
を
〈
個
人
の

能
カ
・
努
力
に
よ
り
身
分
を
得
た
官
僚
〉
の
意
に
転
用
し
た
こ
と

に
は
一
定
の
妥
当
性
も
認
め
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
、

「
士
大
夫
」
と
は
「
士
で
あ
る
大
夫
」
の
意
で
あ
っ
て
、
「
士
」
（
道

徳
的
な
地
位
）
と
「
大
夫
」
（
社
会
的
な
身
分
）
の
一
致
と
い
う
荀

子
の
理
想
を
示
す
語
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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伝
』
関
公
二
年
に
見
え
る
、
衛
文
公
が
布
衣
吊
冠
に
て
国
力
を
恢
復

し
た
と
の
説
話
は
、
明
ら
か
に
墨
家
的
な
そ
れ
で
あ
ろ
う
（
注
1
6
)
0

む
ろ
ん
荀
子
が
「
士
大
夫
」
と
い
う
い
わ
ば
新
語
を
敢
て
用
い

た
こ
と
は
、
『
墨
子
』
的
な
「
士
君
子
」
の
語
に
忌
避
感
を
示
し
た

も
の
だ
と
も
解
し
得
る
。
し
か
し
『
墨
子
』
が
批
判
す
る
「
士
君

子
」
が
社
会
的
な
身
分
を
前
提
と
し
な
い
、
あ
く
ま
で
も
道
徳
倫

理
あ
る
い
は
知
識
に
つ
い
て
の
呼
称
で
あ
っ
た
の
と
は
異
な
り
、

『
荀
子
』
の
「
士
大
夫
」
は
官
僚
の
身
分
を
得
た
儒
者
を
指
す
。

『
荀
子
』
儒
妓
篇
は
「
聖
人
」
と
「
士
君
子
」
と
を
対
比
し
て
お

り
、
非
相
篇
や
栄
辱
篇
は
「
士
君
子
」
と
「
小
人
」
と
を
対
比
す

る
。
『
荀
子
』
の
「
士
君
子
」
は
社
会
的
な
そ
れ
で
は
な
く
道
徳
的

な
地
位
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
解
さ
れ
よ
う
。
修
身
篇
に
「
士

君
子
不
為
貧
窮
怠
乎
道
。
」
と
あ
り
、
「
士
君
子
」
が
「
道
」
に
つ

と
め
る
者
を
指
す
称
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
（
注
17)
。
こ
れ

に
対
し
て
、
正
論
篇
に
「
上
為
天
子
諸
侯
、
下
為
卿
相
士
大
夫
、
」

と
、
富
国
篇
に
「
士
大
夫
緊
、
則
国
貧
。
」
と
、
王
制
篇
に
「
雖
王

公
士
大
夫
之
子
孫
也
、
不
能
属
於
礼
義
、
則
帰
之
庶
人
。
雖
庶
人

之
子
孫
也
、
積
文
学
正
身
行
能
属
於
礼
義
、
則
帰
之
卿
相
士
大
夫
。
」

と
あ
れ
ば
、
「
士
大
夫
」
が
社
会
的
な
身
分
を
前
提
と
す
る
称
で
あ

る
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
士
大
夫
」
と
は
単
な

る
「
士
君
子
」
の
置
き
換
え
語
で
は
な
く
、
「
士
君
子
」
と
は
異
な

る
意
味
を
附
与
さ
れ
た
『
荀
子
』
独
自
の
語
だ
と
解
さ
れ
る
。

「
士
大
夫
」
と
は
、
春
秋
以
前
の
「
大
夫
」
「
士
」
と
い
っ
た
封

建
的
身
分
に
直
接
由
来
す
る
語
で
は
な
い
。
世
襲
身
分
で
は
な
く

道
徳
あ
る
い
は
学
識
に
よ
り
得
ら
れ
る
擬
制
的
な
立
場
は
、
『
論
語
』

に
お
い
て
は
「
士
」
と
呼
ば
れ
、
後
に
は
「
名
士
」
「
国
士
」
と
い

っ
た
語
を
派
生
し
、
あ
る
い
は
墨
家
に
よ
っ
て
「
士
君
子
」
と
称

さ
れ
て
批
判
の
対
象
と
さ
れ
た
。
こ
の
「
士
君
子
」
に
代
え
て
「
士

大
夫
」
の
語
を
は
じ
め
て
用
い
た
の
は
、
荀
子
そ
の
人
で
あ
る
。

た
だ
し
従
来
の
「
士
」
「
君
子
」
あ
る
い
は
「
士
君
子
」
が
社
会

的
な
身
分
を
必
ず
し
も
伴
わ
な
い
有
徳
者
あ
る
い
は
知
識
人
を
指

し
た
の
に
対
し
、
『
荀
子
』
の
「
士
大
夫
」
は
、
礼
を
学
ん
で
「
士
」

の
資
格
を
得
た
儒
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
社
会
的
に
は
「
大
夫
」

と
し
て
世
襲
の
下
級
吏
員
（
「
官
人
」
「
百
吏
」
）
の
上
に
立
つ
高

級
官
僚
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
荀
子
は
、
道
徳
的
な
地
位
で
あ
る

「
聖
人
」
「
大
儒
」
と
社
会
的
な
身
分
で
あ
る
「
天
子
」
「
王
者
」

と
の
一
致
（
「
聖
王
」
）
を
問
題
と
し
た
の
と
同
様
に
、
道
徳
的
な

地
位
（
「
士
」
「
小
儒
」
）
と
社
会
的
な
身
分
（
「
大
夫
」
）
と
の
一

致
（
「
士
大
夫
」
）
を
問
題
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
の
「
士
大
夫
」
は
荀
子
の
い
わ
ば
造
語
で
あ
る
が
、

こ
れ
が
三
礼
な
ど
に
取
り
込
ま
れ
用
い
ら
れ
て
い
る
（
注
18)

こ
と
は

!]ヽ

結
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(
1
)
『
孟
子
』
万
章
下
や
『
礼
記
』
射
義
・
曽
子
問
・
『
周
礼
』
な
ど
。

(
2
)
『
逸
周
書
』
程
典
解
に
周
文
王
の
発
言
と
し
て
「
士
大
夫
不
雑
於
工

商
」
と
あ
る
の
は
『
逸
周
書
』
の
後
代
性
を
示
す
。
講
談
社
『
中
国

の
歴
史
0
2
』
（
二

0
0
五
年
）
は
『
逸
周
書
』
を
『
史
記
』
以
前
の

記
録
と
し
て
重
視
す
る
が
、
『
隋
書
』
経
籍
志
を
盲
信
し
て
基
本
的
な

史
料
批
判
を
怠
っ
た
も
の
で
あ
る
。

(
3
)
『
白
虎
通
』
に
「
或
称
君
子
者
何
。
道
徳
之
称
也
。
」
と
あ
る
。

(
4
)
た
と
え
ば
『
公
孫
龍
子
』
跡
府
篇
な
ど
に
は
「
士
」
の
定
義
に
関

す
る
議
論
が
見
え
る
が
、
こ
れ
は
「
士
」
が
特
定
の
身
分
・
爵
位
と

し
て
で
は
な
く
、
他
者
か
ら
の
主
観
的
な
評
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て

い
る
状
況
を
示
す
。
ま
た
戦
国
末
期
以
降
に
頻
見
す
る
よ
う
に
な
る

注

漢
代
儒
学
に
対
す
る
荀
子
の
影
郷
齊
を
あ
ら
た
め
て
示
す
も
の
と
評

価
さ
れ
る
。
ま
た
「
士
大
夫
」
は
、
い
わ
ゆ
る
二
十
等
爵
制
に
お

け
る
「
大
夫
」
か
ら
は
独
立
し
た
呼
称
で
あ
っ
て
（
注
19)
、
儒
家
官

僚
の
自
称
と
し
て
は
便
利
で
あ
っ
た
ろ
う
。

以
降
に
お
い
て
は
も
っ
ぱ
ら
「
士
大
夫
」
が
「
道
徳
を
備
え
た

高
級
官
僚
」
の
意
で
定
着
し
、
最
終
的
に
は
科
挙
官
僚
の
称
と
な

る
の
だ
が
、
両
漠
以
降
に
お
け
る
「
士
大
夫
」
概
念
の
展
開
に
つ

い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

「
天
下
之
士
」
と
い
っ
た
表
現
は
、
「
士
」
の
定
義
が
拡
散
し
切
っ
た

状
況
を
示
す
も
の
と
解
さ
れ
よ
う
（
後
述
）
。

(
5
)

こ
の
「
国
人
」
が
都
市
の
軍
事
力
の
基
盤
を
担
う
下
級
貴
族
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
吉
本
道
雅
「
春
秋
国
人
考
」
（
『
史
林
』
六
九
I

五
、
一

九
八
六
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
同
論
文
は
、
『
左
伝
』
に
お
け

る
「
君
子
」
「
小
人
」
の
用
法
に
つ
い
て
、
「
道
徳
的
見
地
に
基
く
人

間
類
型
と
し
て
対
比
さ
れ
る
」
例
と
「
身
分
呼
称
と
し
て
の
よ
り
本

来
的
な
用
法
」
と
が
併
存
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

(
6
)
前
掲
拙
稿
。
な
お
『
荀
子
』
に
は
（
士
大
夫
な
ら
ぬ
）
「
大
夫
」
を

用
い
る
箇
所
が
意
外
に
少
な
く
、
そ
の
用
例
の
ほ
と
ん
ど
が

王
者
天
太
祖
、
諸
侯
不
敢
壊
、
大
夫
・
士
有
常
宗
、
所
以
別
貴

始
。
（
礼
論
）

天
子
棺
榔
十
重
、
諸
侯
五
重
、
大
夫
三
重
、
士
再
重
。
（
同
）

天
子
株
捲
衣
菟
、
諸
侯
玄
捲
衣
菟
、
大
夫
神
菟
、
士
皮
弁
服
。

（
富
国
）

な
ど
古
礼
を
回
顧
す
る
文
脈
で
現
れ
る
。
君
主
権
の
強
化
・
集
権
化

が
進
み
、
古
い
意
味
で
の
「
大
夫
」
が
消
滅
し
つ
つ
あ
る
情
勢
を
反

映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

(
7
)

「
士
大
夫
」
の
用
例
は
『
周
礼
』
・
『
儀
礼
』
（
士
相
見
礼
）
・
『
礼
記
』

（
檀
弓
下
・
喪
服
小
記
・
大
伝
）
に
見
え
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ

も
戦
国
末
あ
る
い
は
漠
代
の
完
成
と
考
え
ら
れ
る
。
『
左
伝
』
昭
公
三

十
年
の
「
雖
士
大
夫
有
所
不
獲
数
突
。
」
は
「
士
」
と
「
大
夫
」
と
を
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あ
る
。

連
称
し
た
も
の
で
「
士
大
夫
」
と
は
異
な
る
。

な
お
檀
弓
篇
の
使
用
語
彙
の
分
析
な
ど
か
ら
こ
れ
を
戦
国
中
期
以

前
の
成
書
と
す
る
論
も
あ
る
が
、
檀
弓
の
ご
と
き
雑
駁
な
編
築
物
の

う
ち
一
部
分
の
み
に
歴
史
言
語
学
的
分
析
を
加
え
て
全
体
の
完
成
時

期
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
の
は
危
険
で
あ
ろ
う
。

(
8
)
『
左
伝
』
や
『
国
語
』
に
は
晋
制
と
し
て
「
上
軍
大
夫
」
「
中
軍
大

夫
」
「
下
軍
大
夫
」
が
見
え
、
こ
れ
は
軍
事
指
揮
官
と
し
て
の
「
大
夫
」

で
あ
る
。
ま
た
「
将
軍
大
夫
」
が
『
墨
子
』
天
志
上
・
節
葬
下
・
尚

同
中
お
よ
び
『
管
子
』
立
政
に
見
え
る
。
『
墨
子
間
詰
』
は

将
軍
、
謂
卿
也
。
周
礼
夏
官
「
軍
将
皆
命
卿
」
。
春
秋
戦
国
時
、

侯
国
亦
皆
以
卿
為
将
、
通
謂
之
将
軍
。
非
攻
中
篇
云
「
晋
有
六

将
軍
」
、
即
六
卿
也
。
管
子
立
政
篇
云
「
将
軍
大
夫
以
朝
」
、
水

経
河
水
鄭
注
引
竹
書
紀
年
云
「
榔
椰
命
将
軍
大
夫
適
子
代
吏
、

皆
紹
服
」
、
並
称
卿
大
夫
為
将
軍
大
夫
。

と
す
る
が
、
「
将
軍
」
と
「
大
夫
」
を
併
称
し
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

周
語
に
「
農
大
夫
」
、
茸
注
に
「
農
大
夫
、
田
峻
也
。
」
と
あ
り
、
ま

国
語
注
に
は
「
農
正
、
田
大
夫
也
。
」
と
い
う
例
も
見
え
る
。
「
大
夫
」

に
担
当
地
域
や
職
掌
を
冠
し
た
用
例
は
多
く
、
「
士
大
夫
」
と
は
「
士
」

を
統
括
す
る
責
任
者
の
意
か
と
の
解
釈
も
有
り
得
よ
う
。
し
か
し
戦

国
後
期
に
お
け
る
「
士
大
夫
」
の
用
例
は
あ
き
ら
か
に
兵
卒
を
含
ん

で
お
り
、
「
士
大
夫
」
を
上
級
指
揮
官
と
す
る
読
解
を
許
さ
ぬ
よ
う
で

な
お
軍
事
的
な
意
味
で
の
「
士
大
夫
」
は
、
『
荀
子
』
に
も

将
死
鼓
、
御
死
轡
、
百
吏
死
職
、
士
大
夫
死
行
列
。
（
議
兵
）

と
見
え
る
。
こ
れ
は
『
荀
子
』
に
一
般
的
な
「
士
大
夫
」
と
は
異
質

の
用
語
法
で
古
い
兵
家
言
の
類
が
そ
の
ま
ま
引
か
れ
て
存
し
た
も
の

か
と
も
疑
わ
れ
よ
う
が
、
し
か
し
『
荀
子
』
に
は
他
に

士
大
夫
務
節
死
制
、
然
而
兵
勁
。
百
吏
畏
法
循
縄
、
然
後
国
常

不
乱
。
（
王
覇
）

と
い
っ
た
例
も
あ
り
、
文
吏
と
し
て
の
「
百
吏
」
と
軍
吏
と
し
て
の

「
士
大
夫
」
を
対
称
す
る
。

(
9
)
し
た
が
っ
て
『
国
語
』
が
里
克
•
荀
息
を
「
国
士
」
と
呼
ぶ
の
は

春
秋
期
の
表
現
で
は
な
く
、
後
代
の
潤
色
と
判
断
さ
れ
る
。

(10)
『
墨
子
』
三
弁
に
「
昔
諸
侯
倦
於
聴
治
、
息
於
鐘
鼓
之
楽
。
士
大
哭

倦
於
聴
治
、
息
於
竿
悲
之
楽
。
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
『
墨
子
』
中
で
唯

一
の
「
士
大
夫
」
の
用
例
だ
が
、
『
荀
子
』
的
な
「
士
大
夫
」
す
な
わ

ち
「
有
徳
の
高
級
官
僚
」
に
近
い
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
三
弁
篇
が
い

わ
ゆ
る
「
十
論
」
よ
り
遅
れ
る
こ
と
の
、
こ
れ
は
傍
証
と
な
ろ
う
。
『
晏

子
春
秋
』
内
篇
諫
下
に
「
国
之
七
大
夫
‘
諸
侯
四
邸
賓
客
、
皆
在
外
。

君
其
哭
而
節
之
。
」
と
あ
る
が
、
銀
雀
山
本
に
は
該
当
部
分
が
無
い
。

『
韓
非
子
』
に
お
い
て
は
詭
使
篇
に
「
今
士
大
夫
、
不
羞
汗
泥
醜
辱

而
宦
。
」
と
あ
る
の
が
文
官
と
し
て
の
「
士
大
夫
」
の
唯
一
の
用
例
で

あ
る
。
な
お
『
戦
国
策
』
斉
策
の
「
士
何
易
得
而
難
用
也
。
」
を
『
韓

詩
外
伝
』
七
は
「
何
七
大
夫
得
而
難
用
也
。
」
と
作
る
。
『
荀
子
』
の
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影
響
と
い
う
点
か
ら
注
目
さ
れ
よ
う
。

(11)

鄭
玄
は
、
一
方
で
は
「
君
子
、
卿
大
夫
也
。
」
（
檀
弓
下
注
）
・
「
君

子
、
大
夫
士
也
。
」
（
玉
藻
注
）
・
「
君
子
、
謂
卿
大
夫
士
。
」
（
郷
飲
酒

義
注
）
な
ど
す
る
が
、
他
方
で
は
「
君
子
、
謂
卿
大
夫
及
国
中
賢
者
。
」

（
士
相
見
礼
注
）
と
し
て
、
身
分
と
し
て
の
「
君
子
」
と
道
徳
的
な

地
位
で
あ
る
「
君
子
」
と
を
合
わ
せ
解
す
る
よ
う
で
あ
る
。
な
お
湯

浅
邦
弘
「
戦
国
楚
簡
と
儒
家
思
想
ー
「
君
子
」
の
意
味
」
（
『
中
国
研

究
集
刊
』
四
三
、
二

0
0七
）
は
、
儒
家
系
文
献
に
お
け
る
「
君
子
」

を
従
政
者
と
し
、
こ
れ
に
孔
子
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
ら
れ
て
い
た
と

す
る
。

(12)
文
物
出
版
社
『
郭
店
楚
墓
竹
簡
』
を
参
照
し
、
仮
借
字
な
ど
は
一

々
断
ら
ず
通
行
字
に
改
め
る
。

(13)

子
道
篇
は
「
士
」
「
士
君
子
」
「
明
君
子
」
の
別
を
述
べ
る
が
、
こ

れ
は
後
学
の
手
に
出
る
篇
と
さ
れ
る
。

(
1
4
)
前
掲
拙
稿
。

(15)
『
大
戴
礼
記
』
少
間
篇
に
見
え
る
地
理
認
識
は
前
漢
武
帝
期
（
お
そ

ら
く
元
光
年
間
）
の
情
勢
を
反
映
し
た
も
の
だ
と
筆
者
は
考
え
て
い

る
。
顔
師
古
所
見
の
『
孔
子
三
朝
』
（
『
大
戴
礼
記
』
三
朝
篇
）
が
現

行
本
『
大
戴
礼
記
』
少
間
篇
と
は
別
物
と
思
わ
れ
る
こ
と
は
、
別
の

機
会
に
述
べ
た
い
。

(16)
『
左
伝
』
昭
公
十
九
年
に
「
節
用
」
を
讃
え
る
発
言
が
見
え
る
が
、

『
論
語
』
に
も
「
道
千
乗
之
国
、
敬
事
而
信
、
節
用
而
愛
人
、
使
民

以
時
。
」
（
学
而
）
と
あ
っ
て
、
「
節
用
」
が
墨
家
特
有
の
語
で
あ
る
と

直
ち
に
は
認
め
ら
れ
な
い
。
な
お
『
荀
子
』
も
富
国
篇
や
天
論
篇
な

ど
で
「
節
用
」
を
説
く
。

(17)
た
だ
し
『
荀
子
』
礼
論
篇
が
「
聖
人
」
「
士
君
子
」
「
官
人
」
「
百
姓
」

を
列
挙
し
、
ま
た
「
民
」
と
「
士
君
子
」
と
を
対
比
す
る
の
は
、
「
士

君
子
」
と
「
士
大
夫
」
と
を
互
用
し
た
も
の
か
と
も
疑
わ
れ
る
。
い

ず
れ
に
せ
よ
儒
家
思
想
と
墨
家
思
想
と
の
混
涌
と
い
う
状
況
に
お
い

て
の
み
「
士
大
夫
」
「
士
君
子
」
と
は
互
用
さ
れ
得
た
の
で
あ
ろ
う
。

(18)

上
掲
注

(
7
)
。
こ
れ
に
対
し
て
「
士
君
子
」
は
『
礼
記
』
郷
飲
酒

義
に
一
例
が
見
え
る
の
み
で
あ
る
。

(19)
『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
に

爵
。
一
級
日
「
公
士
」
、
二
「
上
造
」
、
三
「
替
袋
」
、
四
「
不

更
」
、
五
「
大
夫
」
、
六
「
官
大
夫
」
、
七
「
公
大
夫
」
、
八
「
公

乗
」
、
九
「
五
大
夫
」
‘
+
「
左
庶
長
」
、

と
あ
る
。
な
お
顔
注
は
「
公
士
」
に
つ
い
て
「
言
有
爵
命
、
異
於
士

卒
、
故
称
公
士
也
。
」
と
し
て
お
り
、
「
士
卒
」
は
未
受
爵
の
庶
人
と

さ
れ
る
よ
う
だ
。

(31) 


